
令和７年度 

熱中症対策 

携帯扇風機 

保冷剤 

ルール 

・体操服登校期間のみ、使用可 

・貸し借りは禁止 

・壊れた場合は自己責任 

・部活動で使う場合は、顧問の先生に相談 

使用できる場面について 

携帯扇風機➡登下校時のみ 

保冷剤➡授業中に着用してもよい 

※違反が１０件を超えた場合は、今年度の取り組みを中止し、来年度以降の継続を再検討する 


